
●支給対象

　令和５年２月１日現在で申請者および児童が甲賀市

内に引き続き１年以上お住まいの方（住民登録があ

る方）で、令和５年４月に小学校、中学校に入学される

児童を養育しているひとり親家庭、もしくは父母にか

わってその児童を養育している方。

※所得制限はありません。

※対象者への個別通知は行いません。

　令和４年（2022年）12月9日に開催された公益財団法人日本スポーツ協会国民体育大会委員会において、わたSHIGA輝

く国スポ（正式競技・特別競技・公開競技）の競技別会期が決定しました。　大会の成功に向けて、応援よろしくお願いします。

その他の競技別会期は

こちらをチェック

▲

〈全体会期〉

〈競技別会期〉

国スポ 令和７年９月２８日（日）～１０月８日（水）の１１日間

障スポ 令和７年１０月２５日（土）～１０月２７日（月）の３日間

　令和５年度ごみカレンダーは、区・自治会を通じ

て、２月中旬以降に配布する予定です。

　また、生活環境課・各地域市民センター窓口でも

お渡しするほか、市ホームページにも掲載します。

　収集日程をご確認ください。

　マイナンバーカードにキャッシュレス決済サー

ビスを紐づけることにより、最大２０，０００円分の

マイナポイントがもらえる期限が延長されました。

● 昨年の１１月から１２月にかけて、カード未取得

の方に申請書が送付されています。

　来庁せずオンライン又は郵送で申請ができま

す。また携帯ショップ、市民課及び市内２３の地域

市民センターでも申請できます。ぜひこの機会に

新規取得申請をしてください。

※ なお、ポイント申込期限やチャージ・お買い物

期限、健康保険証利用申込期限及び公金受取

口座登録期限は、感染状況やカードの申請・交

付状況により今後改めて公表されますので、決

まり次第、広報紙などでお知らせします。

令和５年度（２０２３年度）の

ごみカレンダーを配布します

マイナポイント第２弾対象の

マイナンバーカードの
申請期限は２月末日です
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●問合せ：生活環境課　廃棄物対策係

Tel ６９-２１４５　 Fax６３-４５８２

●問合せ：市民課　戸籍住民係

Tel ６９‐２１３９　 Fax６５‐６３３８

　令和４年第６回甲賀市議会定例会で教育委員会教育長および委員の任命について同意されました。（敬称略）

●申請期間　２月１日（水）～２月２８日（火）

※申請期間終了後の申請は受付できません。

●申請方法

　①オンライン申請ができます。

　② 窓口申請：子育て政策課（市役所２階）、土山・甲

賀・甲南・信楽各地域市民センター

※ 受付時間は８時３０分～１７時１５分まで（土・日・祝日は除く）

●支給日　３月３１日（金）予定

※ 支給要件等詳しくは市ホームページま

たはお問い合わせください。

申請はこちら

▲

教育委員会教育長および委員の任命

ひとり親家庭等入学支度金の手続きを忘れずに

競技別会期が決定！
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●問合せ：教育総務課　総務企画係　 Tel ６９‐２２３９　 Fax６９‐２２９３

●問合せ：子育て政策課 子育て政策係　 Tel ６９-２１７６　 Fax６９-２２９８

●問合せ：国スポ・障スポ推進室　 Tel ６９-２２５３　 Fax６９-２２９３

★教育長 新任：立
たつおか

岡 秀
ひでとし

寿

● 任期

　令和５年４月１日～

　令和８年３月３１日まで（３年間）

★支給額（一人あたり）

小学校入学／５,０００円　中学校入学／１０,０００円

★委員 新任：池
い け だ

田 吉
よ し き

希

● 任期

　令和４年１２月１８日～

　令和８年１２月１７日まで（４年間）

競技名 種目 会場（甲賀市） 日程

正式

ゴルフ 少年男子 ベアズパウジャパンカントリークラブ 9月28日（日）～9月30日（火）

軟式野球 成年男子 甲賀市民スタジアム 10月4日（土）～10月6日（月）

サッカー 少年男子 水口スポーツの森 陸上競技場 10月5日（日）

サッカー 少年女子 水口スポーツの森 陸上競技場 10月3日（金）～10月4日（土）

特別
高等学校野球

（軟式）
― 甲賀市民スタジアム 9月29日（月）～10月2日（木）

公開 グラウンド・ゴルフ ― 水口スポーツの森 9月13日（土）～9月14日（日）

2025

　まちづくりの主役は市民の皆さんです。

皆さんとともにオール甲賀で、子どもから

高齢者まで、誰もがいきいきと活躍できる

まちをつくるため、ご意見やご提言をいただ

く「市長への手紙」をお待ちしています。

●お手紙は市長が読ませていただきます。

●「市長への手紙」は、秘書広報課や各地域

市民センター等にも置いています。

※次の内容は「市長への手紙」としてお受け

できませんのでご了承ください。

●法令違反に関わる告発、警察捜査、許認

可に関わるもの

●特定の個人や団体などを誹謗中傷するもの
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下記のとおり封筒を作ってください。
①キリトリ線に沿って切り、中央を山折りにしてください。

②のりしろにのりをつけて貼り合わせてください。

③切手は貼らずにそのままポストへ投函してください。

（山折り）
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料金受取人払郵便

水口局承認

地
番
三
五
〇
六
口
水
町
口
水
市
賀
甲

差出有効期間

令和5年6月

30日まで

切手を貼らずに
お出しください
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オール甲賀でまちづくりを進めるため

皆さんの建設的なご意見をお寄せください

市長への手紙

246

秘書広報課　広報広聴係

☎６９-２１０１　　６３-４６１９
問合せ

ポイント付与の期限延長！

　第６回甲賀市議会定例会が令和４年１１月２９日

から１２月２２日までの期間で開催されました。

　市が提案した３２件の議案は全て同意、可決さ

れました。詳細は、市ホームページ「甲

賀市議会」のページに掲載しています。

 市ホームページ

▲

令和４年第６回

甲賀市議会定例会
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●問合せ：総務課　総務統計係

Tel ６９-２１２０　 Fax６３-４０８６

1010


